
広
島
県
訓
令
第
四
号 

本 
 
 
 
 
 
 
 

庁 
 

地 
 

方 
 

機 
 

関 
 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
  

（
広
島
県
防
災
会
議
の
委
員
の
指
名
及
び
幹
事
の
任

命
） 

第
一
条
の
二 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

一―

十
三 

（
略
） 

 
 

  

（
広
島
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
広
島
県
緊
急
対

処
事
態
対
策
本
部
の
本
部
員
の
任
命
及
び
副
本
部
長

の
指
名
並
び
に
広
島
県
国
民
保
護
協
議
会
の
委
員
の

任
命
） 

第
一
条
の
三 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
広
島
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
の
本 

部
員
の
任
命
及
び
副
本
部
長
の
指
名
） 

第
一
条
の
四 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
の
指
名
及
び 

幹
事
の
任
命
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

環
境
県
民
局
県
民
生
活
担
当
部
長 

二―

四 

（
略
） 

 

（
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
の
委 

員
の
任
命
） 

第
六
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に

  

（
広
島
県
防
災
会
議
の
委
員
の
指
名
及
び
幹
事
の
任

命
） 

第
一
条
の
二 
（
略
） 

一―

十
一 
（
略
） 

十
二 

病
院
事
業
管
理
者 

２ 

（
略
） 

 

一―

十
三 

（
略
） 

 

十
四 

病
院
事
業
局
県
立
病
院
課
長 

  

（
広
島
県
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
広
島
県
緊
急
対

処
事
態
対
策
本
部
の
本
部
員
の
任
命
及
び
副
本
部
長

の
指
名
並
び
に
広
島
県
国
民
保
護
協
議
会
の
委
員
の

任
命
） 

第
一
条
の
三 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

十
二 

病
院
事
業
管
理
者 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
広
島
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
の
本 

部
員
の
任
命
及
び
副
本
部
長
の
指
名
） 

第
一
条
の
四 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

十
二 

病
院
事
業
管
理
者 

２ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
の
指
名
及
び 

幹
事
の
任
命
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

環
境
県
民
局
生
活
担
当
部
長 

二―

四 

（
略
） 

 

（
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
の
委 

員
の
任
命
） 

第
六
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に



よ
り
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
育
成
課
長
の

職
に
あ
る
者
を
、
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不

服
審
査
会
の
委
員
と
し
て
任
命
す
る
。 

 

（
広
島
県
開
発
審
査
会
の
幹
事
の
任
命
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

一―

三 

（
略
） 

四 

農
林
水
産
局
農
業
経
営
課
担
当
課
長 

五―

八 

（
略
） 

よ
り
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
相
談
援
助
第

一
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
、
広
島
県
障
害
者
介
護
給

付
費
等
不
服
審
査
会
の
委
員
と
し
て
任
命
す
る
。 

 

（
広
島
県
開
発
審
査
会
の
幹
事
の
任
命
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

一―

三 

（
略
） 

四 

農
林
水
産
局
就
農
支
援
課
長 

五―

八 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


